
三
芳
町
の
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
を
公
表
し
ま
す

町
の
人
事
行
政
の
運
営
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
町
民
の
み
な
さ
ん
に
ご
理
解
を
い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

1.職員の任免及び職員数に関する状況〔※文中・表中の（　）内数値は内女性数〕

（1）職員の採用状況 （単位：人）

管理栄養士 保健師

平成 年度採用者数 （ ） （ ）

（2）職員別任用状況 （単位：人）

参事相当 課長相当職 課長補佐相当職 係長相当職 主査相当職 計

昇任者数 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

職の総数 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

※平成19年３月31日現在

（3）職員の退職・再就職の状況 （単位：人）

事務職 保育士 保健師 土木作業員 計

定年退職 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

勧奨退職 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

自己都合退職 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

その他（死亡・免職・失職） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

退職者計 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

再就職者 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

※「再就職者」とは、平成17年度中に定年・勧奨退職した者の内、平成18年４月１日から平

成19年３月31日までの間において再就職した者。

（4）部門別職員数の状況（各年４月１日現在） （単位：人）

部門 区分
職員数 対前年

増減比
主な増減理由

平成 年度 平成 年度

福祉関係を除く

一般行政部門

議会

総務 （増）総合政策室設置による増 3
（減）機構改革、職員配置の見直しによる減 △3

税務 （増）職員配置見直しによる増 3

農林水産 △ （減）職員配置の見直しによる減 △１

商工

土木 △ （減） 機構改革による減 △１
退職者不補充（土木作業員） △１

小計

福祉関係の

一般行政部門

民生
（増） 乳幼児医療制度改正による増 1

職員配置見直しによる増 1
（減）機構改革による減 △1

衛生
（増） 衛生組合への新規派遣 1

保健センター業務の拡大による 増1
（減）職員配置の見直しによる減 △1

小計

一般行政部門計

特別行政部門（教育） △ （減）機構改革による減 △1

公営企業等

会計部門

水道 △ （減）職員配置の見直しによる減 △1

下水道

その他 （増）地域包括支援センター設置による増 3

小計

総合計

※部門は「地方公共団体定員管理調査」（総務省）による。

（5）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

定員適正化目標
　当町では平成８年より２度にわたり定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めてきました。平成17年度に

策定した第３次定員適正化計画では、町の財政事情等も考慮し、平成17年４月１日の職員数に対し、平成22年４月１

日までに５年間で16名を削減（削減率4.78％）することを目標にしています。

定員適正化手法の概要
第３次行政改革大綱及び三芳町集中改革プランに基づき、個々の職員の能力開発、能力に応じた適正な人員配置、個

別事業の見直し、民間活力の活用、非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の活用、組織機構の見直しなどにより可能な

限り職員数を増大させることなく対応します。また、将来にわたり職員の年齢構成にひずみが生じないよう、計画的

かつ効率的な職員採用を行っていきます。

定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要 （単位：人）

区分
部門

平成 年
（計画前年）

平成 年
（計画 年目） A

平成 年
（計画 年目） B

平成 年～ 年
計（A+B）

数値目標（参考）

一般行政

部門計

減員 △ △ △

増員

差引 △ （△ %）

職員数

特別行政

部門計

減員 △ △ △

増員

差引 △ △ △ △ （ %）

職員数

公営企

業会計

部門計

減員 △ △ △

増員

差引 △ （ %）

職員数

計

減員 △ △ △

増員

差引 △ △ △ （ %）

職員数

※計画期間は、平成18年度から平成22年度までの5年間です。

※（　）内の数値は、数値目標に対する進捗率です。

　進捗率＝（18年～19年計差引増減数）÷（数値目標差引増減数）×100

※増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計です。

2.職員の給与の状況

（1）人件費の状況（平成 年度普通会計決算）

人　　　口 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/Ａ） 前年の人件費率

人 千円 千円 ％ ％

※1．人口は、平成18年３月31日現在　2．人件費には、特別職の給料・報酬等を含みます。（資料：地方財政状況調査）

（2）給与費の状況（平成 年度普通会計予算）

職員数（Ａ）
給与費 １人当たりの

給与費（Ｂ /Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

人 千円 千円 千円 千円 千円

※1．職員手当には、退職手当は含みません。　2．特別職の給料、報酬等を含みません。

　3．職員数は、全職員数から水道、下水道事業に関わる職員を除いた数です。

　4．給与費は、当初予算に計上された額です。

広 報 み よ し（ ） （ ）広 報 み よ し



（3）平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 年４月１日現在）

一般行政職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

円 円 歳 ヶ月

技能労務職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

円 円 歳 ヶ月

（4）職員の初任給の状況（平成 年４月１日現在）

区分 決定初任給
採用２年経過日

給料額

一般行政職
大学卒 円 円

高校卒 円 円

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 年４月１日現在）

経験年数 年以上 年未満 年以上 年未満 年以上 年未満

一般行政職
大学卒 円 円 円

高校卒 円 円 円

（6）職員手当の状況（平成 年４月１日現在）

区　　　分 内　　　容

賞　　与

  （期末手当） （勤勉手当）

 6月期 月 月

 12月期 月 月

 計　 月 月

退職手当

  （自己都合） （勧奨・定年）

 勤続 年 月分 月分

 勤続 年 月分 月分

 勤続 年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分

地域手当 給料・扶養手当及び管理職手当の合計額の7％

条例により支給される手当
扶養手当・住居手当・特殊勤務手当・通勤手当・時間外勤務手当・
管理職手当等

（7）特別職の報酬等の状況（平成 年４月１日現在）

区分 給料（月額） 期末手当

町長 円  ６月期 月

月期 月

 計　 月副町長 円

区分 報酬（月額） 期末手当

議長 円
 ６月期 月

月期 月

 計　 月

副議長 円

委員長 円

議員 円

3.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間の概要

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 休息時間 週休日

時間 分 午前 時 分 午後 時 分
午後 時 分から
午後 時まで

時間の勤務
につき 分

日曜日、土曜日

※図書館や保育所等、職場によって変則勤務があります。

　また、平成19年４月より、本庁窓口業務の一部及び各出張所の開庁を、毎月第一土曜日の午前８時30分から正午まで

実施しています。

（2）休暇制度の概要・種類等

休暇の種類 有給・無給の別 概　　　要

年次有給休暇 有給
労働基準法第 条の規定に従って与えられる休暇で、１年につき最高 日間付与さ
れ、前年度からの繰越分を含めると最高 日間となります。

病気休暇 有給
負傷又は疾病の為に療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認めら
れる場合、医師の証明に基づき、その治療に必要な期間認められる休暇。

介護休暇 無給
配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で、負傷、疾病又は老齢により２週
間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しない事
が相当な場合に認められる休暇。

組合休暇 無給 職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇。

特別休暇 有給

主な特別休暇（種類・付与日数等）

産前・産後休暇 出産予定日７週間前から産後8週間

育児時間 １日２回それぞれ 分

忌引 配偶者 日、父母7日、子5日、祖父母3日等

結婚休暇 週休日を除く5日の範囲内

配偶者の出産 週休日を除く3日の範囲内

子の看護のための休暇 5日の範囲内

夏季休暇 5日

（3）年次有給休暇の取得状況

　平成18年１月１日から平成18年12月31日までの一般職員の年次有給休暇の平均取得日数は12.6日となっており、平成

17年（13.2日）と比べて0.6日減少しています。

（4）育児休業等の取得状況 （単位：人）

育児休業を取得することが
できることとなった職員

育児休業取得者 部分休業取得者

うち新規 うち新規

合計 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

※育児休業とは、職員の育児休業等に関する条例に基づき、任命権者の承認を受けて、養育する子が３歳に達するまで

の間、休業することができる制度です。育児休業の間の給与は支給されません。

（5）時間外勤務の状況

　平成18年度の一般職員１人当たりの月時間外勤務平均時間は、4.0時間で平成17年度（3.9時間）に比べて0.1時間増加

しました。

　なお、四半期ごとの状況は下表のとおりです。 （単位：時間）

第１四半期（ ～ 月） 第２四半期（ ～ 月） 第３四半期（ ～ 月） 第４四半期（ ～ 月） 年間

（ ）広 報 み よ し 広 報 み よ し（ ） 



4.職員の分限及び懲戒処分の状況
平成18年度に分限処分・懲戒処分を受けた職員はいませんでした。

5.職員の服務の状況

（1）職員の守るべき義務の概要

　地方公務員法は、服務の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、

職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。この根拠基準の趣旨を

具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密

を守る義務、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、服務上の強い制約を課しています。

（2）職務専念義務免除の状況

　職務専念義務免除の承認件数は、研修を受ける場合が１件、厚生に関する計画の実施に参加する場合が727件、その

他12件（派遣依頼に基づく講師派遣等）となっています。

（3）営利企業等従事の許可状況

　平成18年度の新たな許可件数は１件で、内容は家業手伝いとなっています。

6.職員の研修の状況
研修の概要
　平成18年度に実施した研修は、合計で35コースあり、のべ研修人員は984人です。

なお、当町における研修区分及び平成18年度実施状況は以下のとおりです。 （単位：人）

区分（コース数） 参加人数（のべ人数） 主　　　催

一般研修 （ ） 人 町

特別研修 （ ） 人 町

派遣研修（ ） 人 彩の国さいたま人づくり広域連合等

7.職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）福利厚生制度の概要

　職員の共済制度を運用し、実施する主体は埼玉県市町村職員共済組合です。共済組合では地方公務員共済組合法に基

づき、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の

退職・障害・死亡に対して年金又は一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付けな

どの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行っています。

　また、町では職員のための任意の互助組織として、職員相互の間の親睦・福利厚生の増進・体位の向上及び教養文化

の向上を図ることを目的に「職員友和会」を組織しています。

（2）福利厚生制度に係る町の負担状況

　共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である町の負担金によって賄われています。町

の負担金の率は法定されており、平成18年度は279,569千円の負担金を支出しました。

　その他、職員友和会への補助金として1,655千円支出しました。

（3）公務災害補償制度の状況

　公務災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害、死亡）又は通勤時に災害を受けた場合に、その災害

によって生じた損害の補償と被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業を行うことを目

的としています。具体的には、地方公務員法第45条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められてい

ます。

　平成18年度に、公務災害または通勤災害と認定された件数は３件（公務災害３件、通勤災害０件）で、平成17年度よ

り１件減少しています。

8.公平委員会の業務の状況
　平成18年度に、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申し立てはありませんでした。

問い合わせ　総務課（内線407・408）

広 報 み よ し（ ） 

対象者　

・ 昭和11年８月16日～昭和12年８月15日生まれの70歳以上

の方

・昭和７年８月15日以前生まれの75歳以上の方

敬老会のご案内
開催日：９月17日（月・祝日）

午前の部

開場　午前９時30分

開会　午前10時15分

対象　藤久保地区在住の方

　　　※手話通訳がご希望の方は、午後の部にご来場くだ

　　　さい。

午後の部

開場　午後１時

開会　午後１時45分

対象　上富・北永井・竹間沢・みよし台地区在住の方

＊ 午前の部・午後の部の対象地域が、昨年と変更になって

いますので、お間違えのないようご注意ください。

＊ 敬老会に出席できる人は、既にハガキでご案内した方の

みです。

＊開場時間前には入場できません。

＊送迎バスをご利用ください。

問い合わせ　社会福祉協議会 258 0122  FAX258 0122

場所：文化会館「コピスみよし」

　全国から抽出された約45万世帯の15歳以上の方々を対象に、ふだん何か収入になる仕事をし

ているかどうかや就業に関する希望などについて調査します。

調査結果からは、若者、高齢者や女性の多様化する就業状況や産業構造の変化に伴う雇用流動

化の実態など就業に関する詳しい状況が明らかになり、国や埼玉県（三芳町）の雇用政策や経

済政策などの各種行政施策を立案する際の基礎資料となります。

調査の対象となる世帯には、統計調査員が伺い調査票の記入をお願いします

ので、よろしくご協力ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務省統計局・埼玉県・三芳町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.stat.go.jp/

働く未来を考える働く未来を考える

平成19 年10 月１日現在で

　　就業構造基本調査を実施します

（ ）広 報 み よ し


